
 

「CHA－Leaders AWARD Kyoto 2026」実施要項 

 

 １　目的

    高校生が主体的に自転車の基本的な交通ルールや道路上における他車両との交通事

　故防止等を能動的に学ぶことで、交通安全意識の成長を促すとともに、自転車の安全

　利用の気運醸成を図るもの 

 

２　実施機関 

　(1)　主催　京都府警察 

　(2)　後援　京都府教育委員会、京都市教育委員会 

　(3)　協賛　一般社団法人京都府トラック協会 

 

３　活動期間等 

　(1)　活動期間　　　　令和８年９月30日（水）まで 

　(2)　活動報告書提出　令和８年10月８日（木）までに警察署に書面で提出又は京都府

　　　　　　　　　　 警察本部に郵送で提出してください。 

　　　　　　　　　　　 制作物については、警察署に持参または府警本部に郵送してく

　　　　　　　　　　 ださい。 

　(3)　活動発表会　　　令和８年11月28日（土）に京都府警察学校（又は京都府警察本

　　　　　　　　　　 部）で実施します。 

 

４　応募条件 

　(1) 京都府内の高校に在籍する生徒（特別支援学校高等部を含む。） 

　(2) １チーム10人以内（１人から参加可） 

　　　※　１校から複数チームの参加も可 

 

５　応募方法 

　　京都府警察ホームページから応募又は所定の応募用紙を警察署交通課に提出してく

　ださい。 

 

６　応募締切 

　　令和８年７月31日（金）必着 

 

７　エントリー部門 

　(1) 広報啓発活動部門 

 　　・　制作したポスターを活用した啓発活動

 ・　制作したポスター・動画を校内での広報に活用

・　制作した動画やポスターをSNSで情報発信 



　　・　学校や通学路等における自転車ヘルメット着用の啓発活動 

　　・　ラジオ出演や校内放送での自転車安全利用の広報活動 

　　・  ＰＴＡや地域住民、事業所等と連携した啓発活動　　　など 

※　動画は概ね１～２分以内としてください。 

※　制作物は持ち運びが可能なもので、60×60×60（cm）以内としてください。 

　(2) 調査・研究活動部門 

　　・　職業ドライバーとの意見交換会の開催 

　　・　通学路の危険箇所の調査 

　　・　高校生に多い自転車の交通違反と危険性について研究 

　　・　ながら運転の危険性について研究 

　　・　他車両と安全に共存するための提案 

　　・　歩行者保護のための交通事故防止の研究　など 

 

８　審査 

　　活動報告書等を基に、事務局が指定する審査員による審査を実施します。 

　　審査結果は、令和８年11月上旬頃、京都府警察ホームページに掲載します。 

 

９　活動発表会 

　　審査を通過したチームを対象に、京都府警察学校で活動発表会を実施します。 

　　対象となるチームには別途案内を送付します。 

 

10　表彰 

　(1) 広報啓発活動部門 

　　　最優秀賞　　　　　　　賞状及び副賞３万円（商品券） 

　　　優秀賞（２チーム）　　賞状及び副賞１万円（商品券） 

　(2) 調査・研究活動部門 

　　　最優秀賞　　　　　　　賞状及び副賞３万円（商品券） 

　　　優秀賞（２チーム）　　賞状及び副賞１万円（商品券） 

　(3) トラック協会長賞　　　賞状及び副賞３万円（商品券） 

　　　※　トラック協会長賞は、大型車と自転車の交通安全に関する取組を行ったチー

　　　　ムの中から表彰されます。 

 

11　参加賞 

　　参加者には、参加賞をお渡しする予定です。 

 

12　注意事項 

　(1) 制作物は、応募者によるオリジナル作品で、未発表のものとしてください。 

　(2) 応募作品を、他のコンテスト等に重複で応募することは不可とします。 

　(3) 動画などの出演者には、必ず承諾を得てください。 

  (4) 出演者でない場合でも、容姿が映り込んでいる場合は、その方にも承諾を得てく



　　ださい。 

　(5) 制作に使用するイラスト、写真等全てに関して、著作権フリー素材を使用又は著 

    作権者の許諾を得てください。　 

　(6) 応募作品は、当府警察の広報媒体として使用するほか、テレビ、新聞、 SNSを通 

    じて応募作品の紹介をする場合があります。 

　(7) 記録に必要な媒体（DVDなど）は、制作者で用意してください。（要望があれば、

    後日返却します。） 

　(8)　応募作品が以下の内容に該当する場合は、審査対象外とします。 

　　・　第三者の著作権、肖像権、その他第三者の権利を侵害するもの 

　　・　立入禁止、撮影禁止場所等で撮影したもの 

　　・　他のウェブサイト等で公開されている模作と判断されるもの 

　　・　その他主催者が不適切と判断するもの 

　(9) 応募者（チーム）が応募した時点で本要項に同意したものとみなします。 

 

 

 

                         事務局

 　　　　　　　　　　　　　〒 602-8550

 　　　　　　　　　　　　　　 京都市上京区下長町通新町西入藪之内町85番地３

                              京都府警察本部交通部交通企画課モビリティ対策室

                             連絡先　075-451-9111（内線5062）



学校名

チーム名
(複数人で応募する場合）

人数
(10人以下）

代表生徒氏名

取組内容

　●お問合せ先：　

警察署記入欄

受理日

連絡先

　住所：　〒

　電話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail（任意）：

※在籍する学校の住所・連絡先でも結構です

エントリー部門

　　　（ふりがな）

　□　　広報啓発活動部門

　□　　調査・研究活動部門

※すでに取組内容が決まっているチームは、その内容について簡単に記載してください。

※後日、発表会を予定しています。詳細については、個別に御連絡します。

●応募方法
　 京都府警察ホームページから応募するか、この応募用紙を京都府内の各警察署交通課に提出してください。

『CHA-Leaders AWARD Kyoto 2026』　応募用紙

　　 （ふりがな）

※応募締切は、令和８年７月31日（金）です。　　

　　　（ふりがな）

警察署 受付担当者

　「CHA-Leaders AWARD Kyoto2026」において御提供いただいた個人情報に
関しては、応募に関する問い合わせや表彰に関するお知らせ等、本取組に関
わる範囲でのみ使用し、その目的以外で使用することはありません。

【個人情報の取り扱いについて】

TEL 075-451-9111　（平日9：00～17：30）　　 

京都府警察本部交通企画課モビリティ対策室


